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）

内
閣
府
が
関
係
行
政
機
関
と
し
て
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示

平
成
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
十
二
号

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条

関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

第
一
条

関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三

規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
手
続
等
は
内
閣
府
が
関
係

条
に
規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
手
続
等
は
内
閣
府
が

行
政
機
関
と
し
て
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
基
づ
く
手
続
等
と
し
、
同
条
に
規

関
係
行
政
機
関
と
し
て
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
基
づ
く
手
続
等
と
し
、
同
条

定
す
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
す
る
手
続
等
は
金
融
庁
の
所
管
に
係
る

に
規
定
す
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
す
る
手
続
等
は
金
融
庁
の
所
管
に

公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
す
る
共
管
申
請
等
に
係
る
手
続
等
と
す
る
。

係
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
す
る
共
管
申
請
等
に
係
る
手
続
等
と
す
る

。

第
二
条

規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

第
二
条

規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

の
技
術
的
基
準
は
、
内
閣
府
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通

計
算
機
の
技
術
的
基
準
は
、
内
閣
府
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
す
る

。

第
三
条

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と

第
三
条

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と

き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

を
入
力
す
る
と
き
は
、
光
学
的
文
字
読
取
装
置
を
用
い
て
当
該
書
面
等
に
記
載
さ

を
入
力
す
る
と
き
は
、
光
学
的
文
字
読
取
装
置
を
用
い
て
当
該
書
面
等
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
記
録
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
日

れ
て
い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
記
録
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
日
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時
及
び
記
録
さ
れ
た
事
項
が
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
と
相
違
な
い
旨
を

時
及
び
記
録
さ
れ
た
事
項
が
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
と
相
違
な
い
旨
を

記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

申
請
等
を
行
う
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
、
住

[

項
を
削
る
。]

民
票
の
写
し
、
印
鑑
証
明
書
そ
の
他
行
政
機
関
等
が
発
行
す
る
書
面
等
、
又
は
行

政
機
関
等
が
指
定
す
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
入
力
を
行
う
と
き
は

、
行
政
機
関
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
、
当
該
入
力
に
係
る
事
項
の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

当
該
書
面
等
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

申
請

申
請
を
行
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
の
通

知
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間

二

行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出

届
出
を
行
っ
た
日
か
ら
三

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

３

申
請
等
を
行
う
者
が
、
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
書
面
等
又
は
電

[

項
を
削
る
。]

磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
有
体
物
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
書
面

等
又
は
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
有
体
物
に
行
政
機
関
等
が
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
付
与
す
る
識
別
番
号

を
表
示
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
っ
た
日
か
ら
三
日

以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

行
政
機
関
等
は
、
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理

[

条
を
削
る
。]

組
織
に
よ
る
申
請
等
に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
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、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
等
に
よ
っ
て
処
分

通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

行
政
機
関
等
は
、
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
処
分
通
知
等
を
受
け

る
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希

望
す
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
規
則
第
四
条
第
一
項
の
方
法
に
よ
っ
て
行
政
機
関
等

に
届
け
出
た
と
き
に
限
り
、
当
該
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
処
分
通
知
等
を
記
録
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
記
録
し
な
い
場
合
そ
の
他
行
政
機

関
等
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
書
面
等
に
よ
り
当
該
処
分
通
知
等
を
行
う
も
の

と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


